様式第3号(第6条関係)
　　　年　　月　　日　
彦根市長　　　様

申請者　住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　

誓　約　書

　彦根市移住促進住宅取得費補助金の申請に当たり、私は、次に掲げる事項について記載内容のとおりであることを確認し、今後も遵守することを誓約します。

記

(1)　移住をする者で、補助対象住宅に係る工事請負契約または売買契約の締結まで(一時居住を伴う移住をする者にあっては、(5)の転入の日前まで)に本市の移住相談窓口で事前相談を行っているものであること。 
(2)　本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住ではないこと。 
(3)　補助対象住宅の所有者であること。 
(4)　交付申請の日において、本人およびその配偶者が45歳以下であること。 
(5)　本市外(周辺市町を除く。)から補助対象住宅(一時居住を伴う移住をする場合は、当該一時居住を行う賃貸借物件等)に居住することに伴い本市の住民基本台帳に記録された者で、その転入の日から起算して過去1年以内に本市および周辺市町の住民基本台帳に記録されたことがないこと。
(6)　一時居住を伴う移住をする者は、(5)の転入の日から補助対象住宅の取得の日までの期間が1年以内であること。
(7)　多子世帯または三世代同居の世帯の構成員であること。 
(8)　補助対象住宅に4年を超えて、多子世帯または三世代同居の世帯で居住する意思があること。 
(9)　彦根市移住促進住宅取得費補助金交付要綱第11条第1項の規定により補助金の返還を命じられた者は、同条第2項に規定する期間内に補助金を返還しなければならないこと。
(10)　本市における市税、介護保険料および国民健康保険料を滞納していないこと。 
(11)　日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。 
(12)　彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。 
(13)　この要綱に基づく補助金または彦根市結婚新生活支援補助金交付要綱(令和7年彦根市告示第89号)に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
